
  

一 

令和 7 年 9 月 26 日 (金曜日) 千 葉 県 報 第１４０７９号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

令
和
七
年
度
県
民
の
運
動
・
ス
ポ
□
ツ
に
関
す
る
ア
ン
ケ
□
ト
調
査
の
実
施 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

市
街
地
再
開
発
組
合
の
設
立
認
可 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

 
 

公 
 

告 

○ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
□
十
一
件
□ 

 
 

 
 

二 

○ 

都
市
計
画
地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
縦
覧
□
八
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
四
百
九
十
八
号 

 

令
和
七
年
度
県
民
の
運
動
・
ス
ポ
□
ツ
に
関
す
る
ア
ン
ケ
□
ト
調
査
を
実
施
す
る
の
で
□
千
葉
県
統
計

調
査
条
例
□
昭
和
二
十
五
年
千
葉
県
条
例
第
一
号
□
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す

る
□ 

 
 

令
和
七
年
九
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

調
査
の
名
称 

 
 

令
和
七
年
度
県
民
の
運
動
・
ス
ポ
□
ツ
に
関
す
る
ア
ン
ケ
□
ト
調
査 

二 

調
査
の
目
的 

 
 

県
民
の
健
康
及
び
体
力
に
関
す
る
実
態
並
び
に
県
民
の
運
動
及
び
ス
ポ
□
ツ
ニ
□
ズ
を
調
査
し
□

□
第
十
三
次
千
葉
県
体
育
・
ス
ポ
□
ツ
推
進
計
画
□
の
進
捗
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
□
今
後
の

事
業
推
進
の
た
め
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
□ 

三 

調
査
事
項 

 

１ 

性
別
□
年
齢
そ
の
他
の
情
報
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

２ 

健
康
及
び
生
活
習
慣
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

３ 

体
力
及
び
運
動
習
慣
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

４ 

パ
ラ
ス
ポ
□
ツ
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

５ 

ア
□
バ
ン
ス
ポ
□
ツ
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

６ 

子
ど
も
の
運
動
及
び
ス
ポ
□
ツ
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

７ 

体
育
及
び
運
動
部
活
動
に
関
す
る
こ
と
□ 

四 

調
査
の
範
囲 

 
 

県
内
の
公
立
の
小
学
校
及
び
中
学
校
□
県
立
高
等
学
校
並
び
に
県
立
特
別
支
援
学
校
の
児
童
又
は
生

徒
並
び
に
知
事
が
選
定
す
る
も
の 

五 

調
査
の
期
日 

 
 

令
和
七
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
十
月
三
十
日
ま
で
の
間
の
う
ち
任
意
の
一
日 

六 

調
査
の
方
法 

 
 

知
事
が
□
四
の
者
に
調
査
票
を
配
付
し
□
報
告
を
求
め
る
こ
と
に
よ
り
行
う
□ 

七 

結
果
の
公
表 

 
 

知
事
は
□
調
査
結
果
を
千
葉
県
ホ
□
ム
ペ
□
ジ
に
よ
り
速
や
か
に
公
表
す
る
も
の
と
す
る
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
四
百
九
十
九
号 

 

都
市
再
開
発
法
□
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
□
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
本
八
幡
駅

北
口
駅
前
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合
の
設
立
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
九
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

組
合
の
名
称 

 
 

本
八
幡
駅
北
口
駅
前
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合 

二 

事
業
施
行
期
間 

 
 

令
和
七
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
十
五
年
十
一
月
三
十
日
ま
で 

三 

施
行
地
区 

 
 

市
川
市
八
幡
二
丁
目
一
二
一
番
一
か
ら
一
二
一
番
七
ま
で
□
一
二
一
番
九
□
一
二
二
番
二
□
一
二
二

番
三
□
一
二
三
番
一
か
ら
一
二
三
番
三
ま
で
□
一
二
四
番
一
□
一
二
四
番
四
か
ら
一
二
四
番
六
ま
で
□

一
二
五
番
二
□
一
二
五
番
三
□
一
二
六
番
一
□
一
二
六
番
二
□
一
二
六
番
四
□
一
二
七
番
一
か
ら
一
二

七
番
三
ま
で
□
一
二
七
番
六
□
一
二
七
番
八
□
一
二
七
番
九
□
一
二
七
番
一
三
□
一
二
七
番
一
四
□
一

二
八
番
二
□
一
□
六
七
一
番
二
の
一
部
□
一
□
六
七
一
番
四
□
一
□
六
七
二
番
一
か
ら
一
□
六
七
二
番

九
ま
で
□
一
□
六
七
三
番
一
か
ら
一
□
六
七
三
番
五
ま
で
□
一
□
六
七
三
番
七
□
一
□
六
七
三
番
九
□

一
□
六
七
三
番
一
二
か
ら
一
□
六
七
三
番
一
六
ま
で
□
一
□
六
七
九
番
一
か
ら
一
□
六
七
九
番
四
ま

で
□
一
□
六
七
九
番
七
か
ら
一
□
六
七
九
番
一
〇
ま
で
□
一
□
六
八
四
番
一
□
一
□
六
八
四
番
三
□

一
□
六
八
五
番
一
〇
□
一
□
六
八
七
番
一
□
一
□
六
八
七
番
二
の
一
部
□
一
□
六
八
七
番
三
の
一
部
□

一
□
六
八
八
番
一
□
一
□
六
八
八
番
二
□
一
□
六
八
九
番
一
□
一
□
六
八
九
番
二
□
一
□
六
八
九
番
四

か
ら
一
□
六
八
九
番
六
ま
で
□
一
□
六
八
九
番
九
及
び
一
□
六
八
九
番
一
〇 

四 
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

市
川
市
八
幡
二
丁
目
一
五
番
一
〇
号
パ
テ
□
オ
本
八
幡
六
〇
二 

五 

設
立
認
可
の
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
九
月
二
十
六
日 

六 

事
業
年
度 

 
 

毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

七 

公
告
の
方
法 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

7

年

9

月

26

日 

定 
 

例 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 第１４０７９号 令和 7 年 9 月 26 日 (金曜日) 
 

 

事
務
所
の
掲
示
板
に
掲
示
し
□
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
官
報
に
掲
載
し
て
行
う
□ 

八 

権
利
変
換
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
限 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
五
日 

公

告 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
届
出
は
□
令
和
七
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
二
十
六
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
七
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
二
十
六
日

ま
で
□
千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
七
年
九
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ピ
コ
テ
□
東
館 

 
 

 

松
戸
市
小
金
字
天
王
脇
一
番
地 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
新
都
市
ラ
イ
フ
ホ
□
ル
デ
□
ン
グ
ス 

代
表
取
締
役 
田
中
伸
和
ほ
か 

 
 

 

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
五
番
一
号
ほ
か 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

イ
オ
ン
リ
テ
□
ル
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

岡
崎
双
一
ほ
か 

 
 

 

千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一
ほ
か 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

イ
オ
ン
リ
テ
□
ル
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

古
澤
康
之
ほ
か 

 
 

 

千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一
ほ
か 

 

５ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
七
年
三
月
一
日
ほ
か 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
九
月
三
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
松
戸
市
経
済
振
興
部
商
工
振
興
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
届
出
は
□
令
和
七
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
二
十
六
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
七
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
二
十
六
日

ま
で
□
千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
七
年
九
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

野
田
み
ず
き
シ
□
□
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
□
Ⅰ
期 

 
 

 

野
田
市
み
ず
き
二
丁
目
一
二
番
地 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
新
都
市
ラ
イ
フ
ホ
□
ル
デ
□
ン
グ
ス 

代
表
取
締
役 

田
中
伸
和 

 
 

 

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
五
番
一
号 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
新
都
市
ラ
イ
フ
ホ
□
ル
デ
□
ン
グ
ス 

代
表
取
締
役 

新
居
田
滝
人 

 
 

 

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
八
番
一
号 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
新
都
市
ラ
イ
フ
ホ
□
ル
デ
□
ン
グ
ス 

代
表
取
締
役 

田
中
伸
和 

 
 

 

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
五
番
一
号 

 

５ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
五
年
七
月
三
日
及
び
令
和
六
年
十
月
十
五
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
野
田
市
自
然
経
済
推
進
部
商
工
観
光
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
届
出
は
□
令
和
七
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
二
十
六
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
七
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
二
十
六
日

ま
で
□
千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
七
年
九
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 



  

三 

令和 7 年 9 月 26 日 (金曜日) 千 葉 県 報 第１４０７９号 

一 

届
出
の
概
要 

 
１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 
志
津
シ
□
□
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
□ 

 
 

 
佐
倉
市
西
志
津
四
丁
目
一
番
地
二 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
新
都
市
ラ
イ
フ
ホ
□
ル
デ
□
ン
グ
ス 

代
表
取
締
役 

田
中
伸
和 

 
 

 

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
五
番
一
号 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
新
都
市
ラ
イ
フ
ホ
□
ル
デ
□
ン
グ
ス 

代
表
取
締
役 

新
居
田
滝
人 

 
 

 

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
八
番
一
号 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
新
都
市
ラ
イ
フ
ホ
□
ル
デ
□
ン
グ
ス 

代
表
取
締
役 

田
中
伸
和 

 
 

 

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
五
番
一
号 

 

５ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
五
年
七
月
三
日
及
び
令
和
六
年
十
月
十
五
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
佐
倉
市
経
済
環
境
部
商
工
振
興
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
届
出
は
□
令
和
七
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
二
十
六
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
七
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
二
十
六
日

ま
で
□
千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
七
年
九
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ト
ラ
イ
ド
ラ
□
グ
ゴ
□
東
金
求
名
店 

 
 

 

東
金
市
道
庭
字
下
谷
九
八
三
番
地 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ハ
ヤ
シ 

代
表
取
締
役 

林
洋
平 

 
 

 

茂
原
市
茂
原
一
□
二
九
八
番
地 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称 

 
 

 

ト
ラ
イ
ウ
□
ル
東
金
求
名
店 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称 

 
 

 

ト
ラ
イ
ド
ラ
□
グ
ゴ
□
東
金
求
名
店 

 

５ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ハ
ヤ
シ 

代
表
取
締
役 

林
博
史 

 

６ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ハ
ヤ
シ 

代
表
取
締
役 

林
洋
平 

 

７ 

変
更
年
月
日 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称 

 
 

 
 

令
和
六
年
九
月
十
三
日 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
六
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
東
金
市
経
済
環
境
部
商
工
観
光
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
届
出
は
□
令
和
七
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
二
十
六
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
七
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
二
十
六
日

ま
で
□
千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
七
年
九
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 
１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 
柏
髙
島
屋
ス
テ
□
シ
□
ン
モ
□
ル 

 
 

 
柏
市
末
広
町
一
番
地
七
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

東
武
鉄
道
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

都
筑
豊
ほ
か 

 
 

 

東
京
都
墨
田
区
押
上
一
丁
目
一
番
二
号
ほ
か 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
髙
島
屋 
代
表
取
締
役 

村
田
善
郎
ほ
か 

 

（一） 

 

（二） 
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大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
難
波
五
丁
目
一
番
五
号
ほ
か 

 
４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 
株
式
会
社
髙
島
屋 

代
表
取
締
役 

村
田
善
郎
ほ
か 

 
 

 
大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
難
波
五
丁
目
一
番
五
号
ほ
か 

 

５ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日
ほ
か 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
四
月
三
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
柏
市
経
済
産
業
部
商
工
観
光
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
届
出
は
□
令
和
七
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
二
十
六
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
七
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
二
十
六
日

ま
で
□
千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
七
年
九
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

北
柏
シ
□
□
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
□
Ⅱ
期 

 
 

 

柏
市
松
葉
町
四
丁
目
五
番
地
一
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
新
都
市
ラ
イ
フ
ホ
□
ル
デ
□
ン
グ
ス 

代
表
取
締
役 

田
中
伸
和 

 
 

 

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
五
番
一
号 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
新
都
市
ラ
イ
フ
ホ
□
ル
デ
□
ン
グ
ス 

代
表
取
締
役 

新
居
田
滝
人 

 
 

 

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
八
番
一
号 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
新
都
市
ラ
イ
フ
ホ
□
ル
デ
□
ン
グ
ス 

代
表
取
締
役 

田
中
伸
和 

 
 

 

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
五
番
一
号 

 

５ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
五
年
七
月
三
日
及
び
令
和
六
年
十
月
十
五
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
柏
市
経
済
産
業
部
商
工
観
光
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
届
出
は
□
令
和
七
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
二
十
六
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
七
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
二
十
六
日

ま
で
□
千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
七
年
九
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ラ
イ
フ
ガ
□
デ
ン
流
山
お
お
た
か
の
森 

 
 

 

流
山
市
お
お
た
か
の
森
東
一
丁
目
二
番
地
一
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
新
都
市
ラ
イ
フ
ホ
□
ル
デ
□
ン
グ
ス 

代
表
取
締
役 

田
中
伸
和 

 
 

 

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
五
番
一
号 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
新
都
市
ラ
イ
フ
ホ
□
ル
デ
□
ン
グ
ス 

代
表
取
締
役 

新
居
田
滝
人 

 
 

 

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
八
番
一
号 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
新
都
市
ラ
イ
フ
ホ
□
ル
デ
□
ン
グ
ス 

代
表
取
締
役 

田
中
伸
和 

 
 

 

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
五
番
一
号 

 

５ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
五
年
七
月
三
日
及
び
令
和
六
年
十
月
十
五
日 

二 
届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
流
山
市
経
済
振
興
部
商
工
振
興
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 
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そ
の
届
出
は
□
令
和
七
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
二
十
六
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 
な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
七
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
二
十
六
日

ま
で
□
千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
七
年
九
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ゆ
り
の
き
台
シ
□
□
ピ
ン
グ
プ
ラ
ザ 

 
 

 

八
千
代
市
ゆ
り
の
き
台
三
丁
目
一
番
七
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
新
都
市
ラ
イ
フ
ホ
□
ル
デ
□
ン
グ
ス 

代
表
取
締
役 

田
中
伸
和 

 
 

 

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
五
番
一
号 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
新
都
市
ラ
イ
フ
ホ
□
ル
デ
□
ン
グ
ス 

代
表
取
締
役 

新
居
田
滝
人 

 
 

 

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
八
番
一
号 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
新
都
市
ラ
イ
フ
ホ
□
ル
デ
□
ン
グ
ス 

代
表
取
締
役 

田
中
伸
和 

 
 

 

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
五
番
一
号 

 

５ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
五
年
七
月
三
日
及
び
令
和
六
年
十
月
十
五
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
八
千
代
市
経
済
環
境
部
商
工
観
光
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
届
出
は
□
令
和
七
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
二
十
六
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
七
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
二
十
六
日

ま
で
□
千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
七
年
九
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

も
ね
の
里
シ
□
□
ピ
ン
グ
プ
ラ
ザ 

 
 

 

四
街
道
市
も
ね
の
里
二
丁
目
一
八
番
地 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
新
都
市
ラ
イ
フ
ホ
□
ル
デ
□
ン
グ
ス 

代
表
取
締
役 

田
中
伸
和 

 
 

 

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
五
番
一
号 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
新
都
市
ラ
イ
フ
ホ
□
ル
デ
□
ン
グ
ス 

代
表
取
締
役 

新
居
田
滝
人 

 
 

 

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
八
番
一
号 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
新
都
市
ラ
イ
フ
ホ
□
ル
デ
□
ン
グ
ス 

代
表
取
締
役 

田
中
伸
和 

 
 

 

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
五
番
一
号 

 

５ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
五
年
七
月
三
日
及
び
令
和
六
年
十
月
十
五
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
四
街
道
市
地
域
共
創
部
産
業
振
興
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
は
□
令
和
七
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
二
十
六
日
ま
で
縦
覧
に

供
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
七
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
二
十
六
日

ま
で
□
千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
七
年
九
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 
一 
届
出
の
概
要 

 

１ 
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ピ
コ
テ
□
東
館 

 
 

 

松
戸
市
小
金
字
天
王
脇
一
番
地 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
新
都
市
ラ
イ
フ
ホ
□
ル
デ
□
ン
グ
ス 

代
表
取
締
役 

田
中
伸
和
ほ
か 

 
 

 

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
五
番
一
号
ほ
か 



 
 

 

六 

千 葉 県 報 第１４０７９号 令和 7 年 9 月 26 日 (金曜日) 
 

３ 

変
更
前
の
駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 

二
〇
六
台 

 
４ 
変
更
後
の
駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
一
三
七
台 

 

５ 

変
更
前
の
駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 

四
五
〇
台 

 

６ 

変
更
後
の
駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 

二
九
七
台 

 

７ 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯
の
変
更 

 

８ 

変
更
前
の
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 

三
か
所 

 

９ 

変
更
後
の
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 

二
か
所 

 
 

 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
八
年
五
月
四
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
九
月
三
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
松
戸
市
経
済
振
興
部
商
工
振
興
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
は
□
令
和
七
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
二
十
六
日
ま
で
縦
覧
に

供
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
七
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
二
十
六
日

ま
で
□
千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
七
年
九
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ト
ラ
イ
ド
ラ
□
グ
ゴ
□
東
金
求
名
店 

 
 

 

東
金
市
道
庭
字
下
谷
九
八
三
番
地 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ハ
ヤ
シ 

代
表
取
締
役 

林
洋
平 

 
 

 

茂
原
市
茂
原
一
□
二
九
八
番
地 

 

３ 

駐
輪
場
の
位
置
の
変
更 

 

４ 

変
更
前
の
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 

二
七
立
方
メ
□
ト
ル 

 

５ 

変
更
後
の
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 

二
八
立
方
メ
□
ト
ル 

 

６ 

変
更
前
の
開
店
時
刻 

 
 

 

午
前
六
時 

 

７ 

変
更
後
の
開
店
時
刻 

 
 

 

午
前
零
時 

 

８ 

変
更
前
の
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

午
前
五
時
三
十
分
か
ら
翌
午
前
零
時
三
十
分
ま
で 

 

９ 

変
更
後
の
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

午
前
零
時
か
ら
翌
午
前
零
時
ま
で 

 
 

 

変
更
前
の
駐
車
場
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 

三
か
所 

 
 

 

変
更
後
の
駐
車
場
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 

四
か
所 

 
 

 

変
更
年
月
日 

 
 

 
 

駐
輪
場
の
位
置 

 
 

 
 

令
和
八
年
四
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

令
和
八
年
四
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

開
店
時
刻 

 
 

 
 

令
和
七
年
九
月
一
日 

 
 

 
 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

令
和
七
年
九
月
一
日 

 
 

 
 

駐
車
場
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

令
和
七
年
九
月
一
日 

二 
届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
八
月
二
十
八
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
東
金
市
経
済
環
境
部
商
工
観
光
課 

  
 

 

都
市
計
画
地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
七
年
九
月
二
十
六
日
八
千
代
市
の
変
更
に
係
る
八
千
代
都
市
計
画
地
区
計
画
村
上
南
地
区
地
区
計

 

10 

 

（一） 

 

（二） 

 

（三） 

 

（四） 

 

（五） 

 

10 

 

11 

 

12 
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画
の
関
係
図
書
の
送
付
が
あ
□
た
の
で
□
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
一
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都

市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
九
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
七
年
九
月
二
十
六
日
八
千
代
市
の
変
更
に
係
る
八
千
代
都
市
計
画
地
区
計
画
緑
が
丘
西
複
合
業
務

Ａ
地
区
地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
送
付
が
あ
□
た
の
で
□
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
千
葉
県
県
土
整
備
部

都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
九
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
七
年
九
月
二
十
六
日
八
千
代
市
の
変
更
に
係
る
八
千
代
都
市
計
画
地
区
計
画
緑
が
丘
西
第
１
地
区

地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
送
付
が
あ
□
た
の
で
□
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十

一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整

備
局
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
九
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 
熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
七
年
九
月
二
十
六
日
八
千
代
市
の
変
更
に
係
る
八
千
代
都
市
計
画
地
区
計
画
緑
が
丘
西
第
２
地
区

地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
送
付
が
あ
□
た
の
で
□
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十

一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整

備
局
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
九
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
七
年
九
月
二
十
六
日
八
千
代
市
の
変
更
に
係
る
八
千
代
都
市
計
画
地
区
計
画
緑
が
丘
西
第
３
地
区

地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
送
付
が
あ
□
た
の
で
□
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十

一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整

備
局
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
九
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
七
年
九
月
二
十
六
日
八
千
代
市
の
変
更
に
係
る
八
千
代
都
市
計
画
地
区
計
画
緑
が
丘
西
第
４
地
区

地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
送
付
が
あ
□
た
の
で
□
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十

一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整

備
局
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
九
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
七
年
九
月
二
十
六
日
八
千
代
市
の
変
更
に
係
る
八
千
代
都
市
計
画
地
区
計
画
緑
が
丘
西
複
合
業
務

Ｂ
地
区
地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
送
付
が
あ
□
た
の
で
□
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
千
葉
県
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